
令和５年度全国特別支援教育センター協議会

総会 議事次第

日時 令和５年６月２１日（水）１０：００～１１：００

(国立特別支援教育総合研究所事業説明 １１：００～１２：００)

会場 WEBによる開催（Zoom）

＜開会＞

１．全国特別支援教育センター協議会会長挨拶

２．議長選出

３．議事

（１）令和４年度事業報告（案）及び収入・支出決算書（案）

について 【資料１・２】

（２）令和５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 【資料３・４・５】

（３）令和６年度以降の大会開催について 【資料６・７】

（４）令和６年度役員の選任について 【資料８】

（５）未加入機関への加入依頼状の送付について 【資料９】

＜閉会＞

資料１ 令和４年度全国特別支援教育センター協議会事業報告（案）

資料２ 令和４年度全国特別支援教育センター協議会収入・支出決算書（案）

及び監査結果報告書

資料３ 令和５年度全国特別支援教育センター協議会事業計画（案）

資料４ 令和５年度全国特別支援教育センター協議会収支予算（案）及び第４７回

全国特別支援教育センター協議会研究協議会(川崎市大会)予算案(概算)

資料５ 第４７回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（川崎市大会）

開催要項（案）

資料６ 令和６年度以降の大会開催予定一覧（案）

資料７ 令和６年度第４８回全国特別支援教育ｾﾝﾀｰ協議会研究協議会愛知県大会

資料８ 令和６年度全国特別支援教育センター協議会役員名簿（案）

資料９ 全国特別支援教育センター協議会加入機関一覧



参考資料１ 全国特別支援教育センター協議会規約

参考資料２ 全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ事項

参考資料３ 大会開催地の選出方法について

参考資料４ 大会・研究協議会の分科会別協議主題等（直近状況）

＜国立特別支援教育総合研究所 事業説明＞

１．研究企画部 【資料１】

２．研修事業部 【資料２】

３．情報・支援部 【資料３】

４．発達障害教育推進センター 【資料４】

５．インクルーシブ教育システム推進センター 【資料５】

資料１ 研究企画部業務説明

資料２ 研修事業説明

資料３ 情報・支援部事業説明

資料４ 発達障害教育推進センター業務説明

資料５ インクルーシブ教育システム推進センターについて



資料１

令和４年度全国特別支援教育センター協議会事業報告（案）

１．第４６回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（愛媛県大会）の開催

期 日：令和４年１０月２７日（木）・２８日（金）

会 場：にぎたつ会館（オンライン同時配信）

主 管：愛媛県総合教育センター

２．令和４年度全国特別支援教育センター協議会総会の開催

（１）第１回総会

期 日：令和４年６月２０日（月）

開催方法：ＷＥＢ会議による開催

議 事：（１）令和３年度事業報告（案）及び収入・支出決算書（案）について

（２）令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

（３）令和５年度以降の大会開催について

（４）令和５年度役員の選任について

（５）未加入機関への加入依頼状の送付について

（６）全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての

申し合わせ事項の改正について

（２）第２回総会

加盟機関メーリングリストにて、令和４年８月２６日（金）に「全国特別支援教育セン

ター協議会への新規加盟の申請について」について照会を開始し、令和４年９月１２日

（月）までに意見等回答いただき、議決しました。

３．令和４年度全国特別支援教育センター協議会役員会の開催

（１）第１回役員会

総会の議事について諮るため開催しました。

役員会メーリングリストにて、令和４年５月２０日（金）に「令和３年度事業報告（案）

及び収入・収支決算書（案）について」等について照会を開始し、令和４年６月３日（金）



までに意見等回答いただき、議決しました。

（３）第２回役員会

役員会メーリングリストにて、令和４年８月５日（金）に「第４６回研究協議大会（川

崎市大会）開催要項（案）等」等について照会を開始し、令和４年８月２４日（水）まで

に意見等回答いただき、議決しました。

４．令和４年度全国特別支援教育センター協議会加入機関名簿の作成

５．オンラインを活用した全国特別支援教育センター協議会加入機関同士の交流



令和４年度全国特別支援教育センター協議会

収入・支出決算書（案）
（ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）

収 入 の 部 （単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 内 訳

１．前期繰越金 ７６４，６６０ ７６４，６６０

２．会 費 ３１５，０００ ３１５，０００ 独立機関@9,000 円× 9 機関＝ 81,000 円

併設機関@4,500 円× 52 機関＝ 234,000 円

３．雑 収 入 － ６ 利息収入

計 １，０７９，６６０ １，０７９，６６６

支 出 の 部 （単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 内 訳

１．総会・研究協 ３００，０００ ３４９，３９２ 第４６回大会負担金

議会(大会)負担金

２．次期主管引継 ３，４４０ １２，２１０ 特総研→愛媛県・川崎市

に係る配送費

３．事 務 費 ３０，０００ １１，６６８ 通信費、振込手数料等

４．予 備 費 ７４６，２２０ ０

小 計 １，０７９，６６０ ３７３，２７０

次 期 繰 越 金 － ７０６，３９６

計 １，０７９，６６０ １，０７９，６６６

資料２



主管：愛媛県総合学校教育センター

１　収入

科目 当初予算 最終予算 金額 収支 内訳

団体助成金 300,000 300,000 349,392 △ 49,392 全特センター協議会(大会運営費）

参加費 0 0 0 0

計 300,000 300,000 349,392 △ 49,392

２　支出

科目 当初予算 最終予算 金額 収支 内訳 備考

報償費 12,000 0 0 0

旅費・交通費 77,000 54,951 107,398 △ 52,447

講師旅費：生方企画官\72,565.-
内訳：飛行機￥66,167.-

都内等交通費\3,098.-
日当￥3,300.-

講師送迎￥703.-
振込手数料￥770.-

司会旅費：第２～４分科会司会者￥370.-
記念講演講師：旅費、謝礼辞退
キャンセル料及び取扱い手数料￥32,220.-
　　　内訳：キャンセル料￥21,220.-

手数料￥11,000.-
振込手数料￥770.-

文部科学省航空チケットキャンセル料及び追加チケット料等

消耗品費 20,000 78,232 78,008 224

名札ケース￥4,224.-
大会冊子色表紙￥1,232.-
封筒\4,312.-
手提げ袋\12,144.-
観光振興￥12,096.-
吊看板￥26,400.-
垂れ幕￥17，600.-

製本・印刷費 20,000 12,000 10,201 1,799
インク￥5,482.-
ラベル用紙￥4,719.-

会議費 3,000 6,124 6,101 23 接待用品

通信費 2,000 2,000 0 2,000 愛媛県大会資料の送付は、着払いで対応

会場費 166,000 123,914 125,124 △ 1,210 にぎたつ会館使用料 プロジェクターの持ち込み料が追加

花代 0 15,000 15,000 0 開会式・閉会式壇上用

予備費 0 7,779 7,560 219 講師手土産

合計 300,000 300,000 349,392 △ 49,392

第46回全国特別支援教育センター協議会研究協議会(愛媛県大会)決算

１　収入　300,000円　-　２　支出　349,392円　＝　49,392円　は全特セ事務局から追加配分いただきました。

令和５年３月20日
第46回全国特別支援教育センター協議会研究協議会(愛媛県大会)事務局
愛媛県総合学校教育センター　　玉乃井　美穂







資料３

令和５年度全国特別支援教育センター協議会事業計画（案）

１．第４７回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（川崎市大会）の開催

期 日：令和５年１０月１９日（木）・２０日（金）

会 場：高津市民館（１９日）、川崎市総合教育センター（２０日）

主 管：川崎市総合教育センター

２．令和５年度総会の開催

期 日：令和５年６月２１日（水）１０：００～１２：００

開催方法：ＷＥＢ会議による開催

３．全国特別支援教育センター協議会役員会の開催

（１）第１回役員会

＊令和５年５月１５日（月）付～５月３１日（水）

（２）第２回役員会

＊役員会メーリングリストにて、８月中に照会を開始し、意見等回答いただき、

議決します。

４．令和５年度全国特別支援教育センター協議会加入機関名簿の作成

５．オンラインを活用した全国特別支援教育センター協議会加入機関同士の交流



令和５年度全国特別支援教育センター協議会収支予算(案)

収 入 の 部 （単位：円）

科 目 金 額 内 訳

１．前期繰越金 ７０６，３９６

２．会 費 ３１９，５００ 独立機関@ 9,000 円× 9 機関＝ 81,000 円

併設機関@ 4,500 円× 53 機関＝ 238,500 円

計 １，０２５，８９６

支 出 の 部 （単位：円）

科 目 金 額 内 訳

１．大会負担金 ３００，０００ 第４７回大会負担金

２．次期主管引継に ３，７００ 川崎市→特総研（横須賀）→愛知県

係る配送費

３．事 務 費 ３０，０００ 配送費、通信費、振込手数料等

４．予 備 費 ６９２，１９６

計 １，０２５，８９６

※ 科目間の流用については、会長に一任する。

資料４



主管：川崎市総合教育センター

１ 収⼊
科⽬ 当初予算 最終予算 ⾦額 収⽀ 内訳
団体助成⾦ 300,000 全特センター協議会(大会運営費）

計 300,000 0 0 0

２ ⽀出
科⽬ 当初予算 最終予算 ⾦額 収⽀ 内訳 備考
報償費 100,000 記念講演講師謝金 川崎市総合教育センターの規定により算出

旅費・交通費 80,000 講師旅費 1,000
消耗品費 20,000 名札・文具・用紙・看板等 20,000 × 1 ＝ 20,000
製本・印刷費 20,000 開催要項・大会資料印刷 10,000 × 1 ＝ 10,000
会議費 3,000 湯茶等 3,000
通信費 2,000 郵送料（引継文書等） 10,000 × 1 ＝ 10,000

予備費 75,000 75,000
合計 300,000 0 0 0 300,000

第47回全国特別支援教育センター協議会研究協議会(川崎市大会)予算(案)

単価 回/⼈/個



資料５ 

第４７回全国特別支援教育センター協議会研究協議会（川崎市大会）開催要項（案） 

 

１ 目的  

全国各地の特別支援教育センターや教育センター等が実施している事業の諸問題について、研

究発表及び協議、情報交換等を行うことで、センター相互の連絡提携を密にして、特別な支援を

要する子ども一人一人の教育的ニーズに応じた教育の充実・振興に寄与する。  

 

２ 研究主題  

共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進―個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強み 

を生かし、ともに支え高め合える社会の実現―  

 

３ 主催  

全国特別支援教育センター協議会  

 

４ 主管  

川崎市総合教育センター特別支援教育センター 

 

５ 後援  

文部科学省（予定） 

 

６ 開催期日  

令和５年１０月１９日（木）午後、１０月２０日（金）午前 

 

７ 開催方法  

集合型による開催（オンラインによるライブ配信を予定） 

 

８ 会場 

  ＜１０月１９日（木）＞ 高津市民館 大ホール 

〒213-0001 川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティ2 11階 

大ホール、主催者室、第１楽屋、リハーサル室（申請すれば利用可） 

 

＜１０月２０日（金）＞ 川崎市総合教育センター 

〒213-0001  神奈川県川崎市高津区溝口６丁目９－３ 

第１・２・３・４・５研修室、第１・２・３・４AB会議室 

※TEL  044－844－3741（特別支援教育センター直通） 

 
９ 日程 （予定） 

【１０月１９日（木）】高津市民館 大ホール 

12:00 12:50   13:10         14:10    14:25         15:45  16:00     16:40 

 

受付 

 

開会式 

 

文部科学省 

講話 

 

休憩 

 

 

記念講演 

 

休憩 

 

事業説明 

【１０月２０日（金）】総合教育センター 

9:00  9:15             11:30  11:45       12:00 

 

受付 

 

 

分科会別協議 

 

 

休憩 

 

閉会式 

 



資料５ 

１０ 参加申込方法  

申込先、方法、申込期日に関する案内等については、別紙を参照の上、申し込みをお願いい

たします。会場の都合で、できるだけ各自治体１名の参加をお願いいたします。 

なお、宿泊につきましては、各自で手配をお願いいたします。  

 

１１ 参加費等  

参加費 無料  

 

１２ その他  

情報交換会は、実施いたしません。  

 

１３ 会場アクセス 

   ・高津市民館大ホール（１日目） 

    「JR南武線」武蔵溝ノ口駅北口または「東急田園都市線」溝の口駅東口から徒歩2分。駅

とペデストリアンデッキで直結しているノクティ2の11階です。 

   ・川崎市総合教育センター（２日目） 

「JR南武線」武蔵溝ノ口駅より徒歩18分 

「東急田園都市線」高津駅より徒歩12分 二子新地駅より徒歩8分 

（二子新地駅を降りて左、多摩川の沿線道路側へ進む､国道 246 号線の高架をくぐって左

へ） 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

             川崎市総合教育センター 特別支援教育センター 

                        全特セ川崎市大会事務局 指導主事 雨宮 薫（あめみや かおる） 

 

〒213-0001  神奈川県川崎市高津区溝口６丁目９－３ 

TEL : 044－844－3743（特別支援教育センター直通） 

            E-mail : 88tokuc@city.kawasaki.jp 

                        URL : https://kawasaki-edu.jp/ 

https://kawasaki-edu.jp/


資料６ 

 

令和６年度以降の大会開催予定一覧（案） 

 

年 度 回 開催ブロック（主管機関） 

令和６年度 第４８回 
東海北陸ブロック 

（愛知県総合教育センター）（令和３年度に内定） 

令和７年度 第４９回 
近畿ブロック 

（大阪府教育センター）（令和４年度に内定） 

令和８年度 第５０回 

関東甲信越ブロック 

（長野県総合教育センター） 

（令和５年度総会において内定予定）  

令和９年度 第５１回 北海道・東北ブロック 

令和１０年度 第５２回 九州ブロック 

令和１１年度 第５３回 中国四国ブロック 

令和１２年度 第５４回 政令指定都市ブロック 

 

※ 令和９年度以降の大会予定については、「大会開催地の選出方法について」 

［参考資料４参照］の内容に従って、持ち回りで順番を決定している。 



資料７



資料８

役　職 所 属 機 関 ・ 職 名 氏     名 備     考

会　長 国立特別支援教育総合研究所　理事長 中 村　信 一

国立特別支援教育総合研究所　理事 清 重　隆 信

愛知県総合教育センター　所長 山 脇　正 成 令和６年度大会開催地

大阪府教育センター　所長 酒　井　　智 令和７年度大会開催予定

北海道立特別支援教育センター　所長 今 井　章 文 北海道ブロック

秋田県総合教育センター　所長 阿 部  　聡 東北ブロック

埼玉県立総合教育センター 所長 田 中　洋 安 関東甲信越ブロック

石川県教員総合研修センター　所長 杉 中　達 夫 東海・北陸ブロック

京都府総合教育センター 所長 山 本　康 一 近畿ブロック

やまぐち総合教育支援センター 所長 古 西　克 己 中国・四国ブロック

沖縄県立総合教育センター　所長 上 原　源 三 九州ブロック

広島市教育センター　所長 松 浦　宰 雄 政令指定都市ブロック

愛媛県総合教育センター　所長 中 島　康 史 令和４年度大会開催地

長野県総合教育センター　所長 浅 井　秀 俊 令和８年度大会開催予定

顧　問 川崎市総合教育センター　所長 鈴 木　克 彦 令和５年度大会開催地

令和６年度全国特別支援教育センター協議会役員名簿（案）

令和５年４月１日　現在

副会長

理　事

監　事



全国特別支援教育センター協議会加入機関一覧

令和５年４月１日現在
独立機関（９機関）

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 千葉市養護教育センター
北海道立特別支援教育センター 横浜市特別支援教育総合センター
福島県特別支援教育センター 北九州市立特別支援教育相談センター
福井県特別支援教育センター 福岡市教育委員会発達教育センター
兵庫県立特別支援教育センター

併設機関（５３機関）
青森県総合学校教育センター 鳥取県教育センター
岩手県立総合教育センター 島根県教育センター
宮城県総合教育センター 岡山県総合教育センター
秋田県総合教育センター 広島県立教育センター
山形県教育センター やまぐち総合教育支援センター
茨城県教育研修センター 徳島県立総合教育センター
栃木県総合教育センター 香川県教育センター
群馬県総合教育センター 愛媛県総合教育センター
埼玉県立総合教育センター 高知県教育センター
千葉県総合教育センター 福岡県教育センター
東京都教職員研修センター 佐賀県教育センター
神奈川県立総合教育センター 長崎県教育センター
新潟県立教育センター 熊本県立教育センター
富山県総合教育センター 大分県教育センター
石川県教員総合研修センター 宮崎県教育研修センター
山梨県総合教育センター 鹿児島県総合教育センター
長野県総合教育センター 沖縄県立総合教育センター
岐阜県総合教育センター 川崎市総合教育センター
静岡県総合教育センター 名古屋市教育センター
愛知県総合教育センター 京都市教育委員会事務局指導部
三重県教育委員会事務局 総合育成支援課
滋賀県総合教育センター 大阪市教育委員会事務局指導部
京都府総合教育センター インクルーシブ教育推進室
大阪府教育センター 広島市教育センター
奈良県教育委員会事務局 静岡市特別支援教育センター

特別支援教育推進室 浜松市教育委員会教育支援課
和歌山県教育センター学びの丘 発達支援グループ

新潟市立総合教育センター
相模原市教育センター
神戸市教育委員会特別支援教育課

特別支援教育相談センター
（計６２機関）

※全国特別支援教育センター協議会 HPアドレス：http://www.nise.go.jp/zentokusen

加盟申し出いただいていない機関（６機関）
札幌市教育センター 堺市教育センター

仙台市教育センター 岡山市教育研究研修センター

さいたま市立教育研究所 熊本市教育センター
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全国特別支援教育センター協議会規約

（名 称）

第 １ 条 本会は、全国特別支援教育センター協議会という。

（組 織）

第 ２ 条 本会は、本会に加盟した特別支援教育センター又はこれに準ずる機関及び設置予

定の機関（以下「特別支援教育センター」という。）をもって組織する。

（目 的）

第 ３ 条 本会は、全国の特別支援教育センター相互の連絡を緊密にするとともに、相連携

して、特別支援教育の充実、振興に寄与することを目的とする。

（事 業）

第 ４ 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研究協議会の開催

(2) 特別支援教育研究に必要な資料の交換及び収集

(3) その他本会の目的を達成するための事業

（役 員）

第 ５ 条 本会に次の役員を置く。

会 長 １ 名

副会長 ３ 名

理 事 ８ 名

監 事 ２ 名

顧 問 若干名

２．役員の選出及び任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長をもって充てる。

(2) 副会長は、総会において選出する。

(3) 理事は、北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州

のブロック及び政令指定都市の各代表１名として、総会において選出する。

(4) 監事は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。

(5) 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

(6) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(7) 理事は、会務を審議する。

(8) 監事は、本会の経理を監査する。

(9) 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。

３．役員の任期は１年とし、再任を妨げない。但し、役員が欠けた場合における補欠

の役員の任期は残任期間とする。

（会 議）

第 ６ 条 本会に次の会議を置く。

(1) 総 会

(2) 役 員 会

参考資料１



２．総会は、毎年１回会長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 本会の基本方針に関すること。

(2) 規約の制定及び改廃に関すること。

(3) 加入機関の承認に関すること。

(4) 役員の選任及び解任に関すること。

(5) 年間事業計画及び予算の承認に関すること。

(6) 事業実施報告及び決算の承認に関すること。

(7) そ の 他

３．役員会は、第５条に規定する役員をもって組織し、会長が招集し、次の事項を審

議する。

(1) 年間事業計画及び予算に関すること。

(2) 事業実施報告及び決算に関すること。

(3) その他役員会が必要と認める事項

（事 務 局)

第 ７ 条 本会の事務局は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に置く。

（会 計)

第 ８ 条 本会の運営は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。

２．本会の会費の額は、次のとおりとする。

(1) 独立機関 ９千円

(2) 併設機関等 ４千５百円

３．本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（委 任)

第 ９ 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附 則 この会則は昭和 52年 9月 22日から施行する。

附 則 この改正規約は昭和 55年 9月 25日から施行する。

附 則 この改正規約は昭和 58年 10月 20日から施行する。

附 則 この改正規約は昭和 60年 10月 3日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 3年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 7年 9月 28日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 8年 9月 19日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 13年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 14年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 18年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 19年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 21年 4月 1日から施行する。

附 則 この改正規約は平成 23 年 12 月 27 日から施行する。ただし、改正後の第８条

の規約は、平成24年度から適用する。

附 則 この改正規約は平成 27年 11月1日から施行する。



 

 

全国特別支援教育センター協議会規約の運用についての申し合わせ事項 

 

最近改正 令和３年７月２９日 

 

第５条２ (2) 副会長は、総会において選出する。 

  副会長は、協議会の年次総会・研究協議会の当番センター所長、次年度開催県所長、 

及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事の３名とする。 

 

第５条２ (3) 理事は、･･････各代表１名として、総会において選出する。 

  事務局は、翌年度理事候補者の推薦に伴う事務を行うものとする。 

  各ブロックの理事は、当該年度の全国大会(総会)の機会を利用して、ブロック毎に 

翌々年度の理事候補者について協議し、翌年３月３１日までに会長あて推薦する。 

 

第５条２ (4) 監事は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。 

  監事には、前々年度及び次々年度の協議会年次総会・研究協議会開催地（主管） 

センター所長を委嘱する。 

 

第５条２ (9) 顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。 

  顧問には、前年度開催センターの所長を委嘱する。 

 

第５条３   役員の任期は１年とする。 

当該年度の役員の任期は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６条３ 役員会は、第５条に規定する役員をもって組織し、会長が招集し、次の事項

を審議する。 

  役員会は、総会開催場所において開催するほか、必要に応じてメール審議とする。 

 

第７条  本会の事務局は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に置く。 

  事務局長、主幹及び主事は、それぞれ同研究所総務部長、総務企画課長及び研究推進

係長をもって充てる。 
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大会開催地の選出方法について

平成７年９月２８日申し合わせより

１．選出方法及び開催順位（周期）は、以下のとおりとする。

１）ブロック単位で選出

北海道・東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州、政令指定都市の７

ブロックで、大会開催ブロックの順番を決める。

なお、開催地（機関）は、当該ブロック内で選出する。

２）開催順位（周期）

順 番 ブ ロ ッ ク 名

１ 関 東 甲 信 越

２ 北 海 道 ・ 東 北

３ 九 州

４ 中 国 四 国

５ 政 令 指 定 都 市

６ 東 海 北 陸

７ 近 畿

２．各ブロックの理事は、大会開催地について、開催年度の４年前までに当該ブロック内

の開催地を内定し、事務局に通知するものとする。
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令和５年 事務局まとめ

回／期日／主管機関 研究主題
 第１分科会
（教育相談）

  第２分科会
（研修）

第３分科会
（調査・研究営）

第４分科会
（管理・運営）

 記念講演等 文部科学省

第47回
R5.10.19-10.20
川崎市総合教育
センター（集合及びWEB開
催予定）

共生社会の形成に向けた特
別支援教育の推進―個人や
社会の多様性を尊重し、そ
れぞれの強みを生かし、と
もに支え高め合える社会の
実現―

調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中

第46回
R4.10.27-10,28
愛媛県総合教育
センター（集合及びWEB開
催）

障害のある子どもの自立と
社会参加を実現するために
～共生社会の形成に向けた
特別支援教育の進展～

地域の現状に応じた相談支
援体制の課題と工夫

特別支援教育を担う全ての
教師の専門性向上に向けた
研修の取組
－特別支援学級の専門性の
向上－

一人一人の教育的ニーズに
応える指導・支援に関する
調査・研究と活用

インクルーシブ教育システ
ム推進に向けた教育セン
ターの役割

「共生社会の実現のための
会社経営と人材育成」
株式会社マルブン
代表取締役　真鍋明氏

特別支援教育の充実につい
て
企画官

回／期日／主管機関 研究主題 全体発表テーマ  記念講演等 文部科学省

第45回
R3.10.29
宮崎県教育研修センター
(WEB開催)

共生社会の形成に向けた特
別支援教育の推進
～子ども一人一人の学びの
ニーズに応じた質の高い教
育支援システムを目指して
～

これからのオンライン研修
の在り方
発表：宮崎県

「宮崎県におけるスクール
ワイドPBSに関する取組
み」
宮崎大学教育学部
准教授　半田健

特別支援教育の充実につい
て
課長

第44回
R2.10.30
青森県総合教育セン
ター(WEB開催)

子供の学びをつなぐ特別支
援教育

特別支援教育における学び
をつなぐICT活用
発表：京都府、青森県

なし
特別支援教育の充実につい
て
課長

回／期日／主管機関 研究主題
 第１分科会
（教育相談）

  第２分科会
（研修）

第３分科会
（調査・研究営）

第４分科会
（管理・運営）

 記念講演等 文部科学省

第43回
1.10.24-10.25
山梨県総合教育センター
（中止）

インクルーシブ教育システ
ムの構築に向けた特別支援
教育の推進

地域や関係機関と連携した
多様なニーズに応える相談
体制の在り方
発表：福岡市・沖縄県

特別支援教育の専門性向上
の在り方
発表：和歌山県・山梨県

一人一人の教育的ニーズに
応じることのできる指導・
支援に関する調査・研究と
その活用の在り方
発表：北海道・広島県・京
都府

インクルーシブ教育システ
ム構築に向けた今後の教育
センターの在り方
発表：秋田県・神奈川県

「認知科学から見た発達障
害-社会脳の発達とその障
害」
山梨大学医学部看護学科
教授 相原 正男 氏

特別支援教育行政の現状と
課題
課長

第42回
H30.11.1-11.2
京都府総合教育センター

社会に開かれた特別支援教
育

関係機関や地域とのつなが
りを大切にした多様なニー
ズに応える相談支援体制の
在り方
発表：京都府

特別支援教育に携わるすべ
ての教職員の専門性向上の
ための研修の在り方
発表：兵庫県・千葉県

一人一人の教育的ニーズに
応えることのできる指導・
支援に関する調査・研究と
その活用の在り方
発表：広島県・山口県・長
崎県

インクルーシブ教育システ
ム構築に向けた今後の教育
センターの在り方
発表：福井県・京都府

「オムロン京都太陽におけ
る障がい者雇用拡大の取り
組み」
オムロン京都太陽株式会社
代表取締役社長 宮地功 氏

特別支援教育行政の現状と
課題
課長

全国特別支援教育センター協議会

大会・研究協議会の分科会別協議主題等（直近状況）

協議

グループ協議

全体協議
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回／期日／主管機関 研究主題 全体発表テーマ  記念講演等 文部科学省

第41回
H29.10.26-10.27
静岡県総合教育センター

伸ばそう個性　広げよう子
どもたちの可能性

関係機関や地域とのつなが
りを大切にした多様なニー
ズに応える相談支援体制の
在り方
発表：浜松市・静岡県

 特別支援教育に携わるす
べての教職員の専門性向上
のための研修の在り方
発表：長崎県・宮崎県・新
潟市

 一人一人の教育的ニーズ
に応えることのできる指
導・支援に関する調査・研
究とその活用の在り方
発表：東京都・京都府・広
島県

インクルーシブ教育システ
ム構築に向けた今後の教育
センターの在り方
発表：静岡県

「障害のパラダイムシフト
―障害者権利条約第24条の
国内実施―」
静岡県立大学　教授
石川 准氏

特別支援教育の動向、施策
等について
企画官

第40回
H28.10.27-10.28
千葉市養護教育センター

人と地域で未来へつなぐ共
生社会の形成に向けた特別
支援教育の推進

多様なニーズに応える合理
的配慮の視点を踏まえた相
談支援体制の在り方発表：
神奈川県・千葉市

インクルーシブ教育システ
ム構築を見据えた今後の研
修の在り方
発表：北海道・長崎県

合理的配慮の視点を踏まえ
た指導・支援に関する調
査・研究とその活用の在り
方
発表：千葉県・京都府・広
島県

インクルーシブ教育システ
ム構築に向けた今後の教育
センターの在り方
発表：島根県
話題提供：千葉県

「ともに育つ～表現するこ
とは生きること～」
荒川知子とファミリーアン
サンブル

特別支援教育の現状と課題
課長補佐

第39回
H27.10.29-10.30
島根県教育センター

ともに　つながる・つなが
りあう　その先にある　子
どもたちの未来にむけて

多様なニーズに応える相談
支援体制の在り方
発表：長崎県・鳥取県

特別支援教育を推進するた
めの授業づくり研修の在り
方
発表：滋賀県・沖縄県

学校や子どもに還元できる
指導･支援に関する調査・
研究とその活用の在り方
発表：北海道･京都府･広島
県

全ての学校における特別支
援教育の浸透・定着に向け
た教育センターの在り方
発表：熊本県・和歌山県

「環境づくりから始めよう
思いやり文化と人づくり」
（株）さんびる　代表取締
役　田中正彦氏

特別支援教育の現状と課題
課長

第38回
H26.10.30-10.31
大分県教育センター

一人一人の子どもの能力や
可能性を引き出す特別支援
教育の推進を目指して

多様なニーズに応える相談
支援体制の在り方
発表：北海道、京都府

多様な学びの場における特
別支援教育を推進するため
の人材育成研修の在り方
発表：広島県、佐賀県

学校や子どもに還元できる
教材教具や指導方法に関す
る調査・研究とその活用の
在り方
発表：岩手県･京都府･長崎
県

全ての学校における特別支
援教育の浸透・定着に向け
た教育センターの在り方
発表：大阪府、熊本県

「天使がこの世に降り立て
ば～ダウン症の書家翔子と
共に生きて」
書家　金澤泰子氏

特別支援教育行政の現状と
課題
企画官

第37回
H25.10.31-11.1
山形県教育センター

全ての子どもの学びを保障
する特別支援教育の推進を
目指して

多様なニーズに応える相談
支援体制の在り方
発表：山形県

学校や地域における特別支
援教育を推進するための研
修の在り方
発表：福井県、北海道

特別支援教育の充実に関す
る調査・研究とその活用の
在り方
発表：茨城県･京都府･広島
県

全ての学校における特別支
援教育の浸透・定着に向け
た教育センターの在り方
発表：福島県、山形県

山形の特別支援教育のサ
ポーターとして」
ＦＲ教育臨床研究所所長

特別支援教育行政の現状と
課題
課長

第36回
H24.11.1-2
東京都教職員研修センター

全ての学校における特別支
援教育の推進を目指して

就学・就労を見据えた地域
連携による相談体制支援に
向けて
発表：香川県・東京都

学校や地域における特別支
援教育を推進するための研
修の在り方
発表：広島県･北海道･沖縄
県

特別支援教育における指導
の充実に関する調査・研究
とその活用の在り方
発表：広島県･長崎県･秋田
県

特別支援教育の理解と啓発
に向けた取組について
発表：神奈川県・岩手県

シンポジウム「今後の特別
支援教育の在り方について
~多様な学びの場の整備を
通して~」

特別支援教育の現状と課題
課長

第35回
H23.11.17-18
滋賀県総合教育センター

ともに学び ともに生きる
特別支援教育をめざして

地域のネットワークと相談
支援体制の在り方
発表：長野県、情報交換

多様な学びの場での特別支
援教育を推進する人材育成
研修体系の在り方
発表：京都府、情報交換

学校や支援を必要とする子
どもに関する調査・研究と
その活用の在り方-(略)-
発表：岡山県･広島県･広島
市

特別支援教育の浸透・定着
に向けた教育センターの在
り方
発表：北海道、情報交換

医療機関が果たす役割、教
育機関に期待すること－
(略)－
パームこどもクリニック院
長

特別支援教育の現状と展望
課長補佐
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